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統計法の改正に係る要望書

厚龍労働大臓

舛添婆一殿

日ﾉ1鞠f'二学会、１１本産業衛生学会、｝１本公衆衛生学会及びEl木疫学会は、’１本医学会の分科会として、

社会医料ﾘﾄ先の進歩発展、国民の健側〔とｉｉｉ＃||:のllil進と会員ｲⅡ且の交流をlxIることをl｣的として活動してい
ます。

衛生学、雁業術''二学、公衆衛生学、疫学などの社会医学は、人々のIi1iM（琳進と疾病予防を[｣的とする学

問であります。これまで社会医学､焼は､環境保健(感染症対策を含む)、地域保健､母子保健､学校保健、

産業保健、老人保健、精神保健などの領域でＴ様々な腱Lj電問題の解決に貢献し、１１本人の世界最長寿達成
に貢献してきました。さらに少子高齢化が進むなかで、健康増進と疾病予防のili要性は増す一方であり、

それを果たすためにも社会医学研究の発展が不'１J久であるものと確信しております。

ところで、、1K成１９年５月２３１１に改正統(|法が公布されました。社会鵬半研究では公的統計を利用する

機会が多く、攻[]：統ｉｉＩ･法及びそれに基づく改行令は、社会医学研究の尖施に大きな影響を及ぼす可能性が

あると考えます。今後改疋統計法の|<で社会Iﾀﾐ`Y:(ﾘﾄ先がさらに発展してI'Ｉ比のlikU〔と稲祉の増進にさらに
寄与できるよう、ｌ記のとおり要望いたします。

,;。

1．改正統計|･法下においても引き続き社会|ﾀﾐ`料ﾘﾄ究に人口動態統計などllilの統Ｉｉ１が利)Uできるよう、第３３

条１項２)}により「総務省令で定めるものを行う者」として、社会医学(ﾘﾄ究に従事する者を規定して
いただきたい。

2．政Ⅱ:liil統Iil法第１５条２項に基づく人lllljIl態死亡粟の目的外利)|]にUMしては、従来、申請から承認ま

で1［均すると２～３年を要しており、わがｌＩｉＩの社会医学研究の発歴を''111'ｻﾞしかねない状況にあった。

そこで、改il2統計法の下では上記下続きの|iii素化及びIIJ論から承認までの時1Mj短縮を図っていただき
たい鋪

3．改正統,;|法第３３条に基づく調査票|ｉｆ柵の提供及び同第３６条に基づく|盗名データの提供に関しては、
改正統計法の施行より以前に調査が実施された公的統計についても通川していただきたい。
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日本疫学会理事長 児1ﾐ和紀


